
大阪府地域防災計画の主な修正事項の概要 

［基本対策編］ 

防災体制の整備（Ｐ２５～）＜組織体制の見直し等＞ 

（修正事項） 

○組織名称の変更 

・大阪府防災・危機管理対策警戒班  ⇒ 大阪府防災・危機管理警戒班 

・大阪府防災・危機管理対策指令部  ⇒ 大阪府防災・危機管理指令部 

・大阪府災害警戒本部        ⇒ 大阪府防災・危機管理警戒本部 

○組織の統合 

・「大阪府事故・事件等対策本部」を、「大阪府防災・危機管理警戒本部」に統合 

（「大阪府災害応急対策実施要領」⇒「大阪府災害等応急対策実施要領」） 

・組織の統合に伴い、職員の配備基準についても「地震・風水害」と「事故・火災」の区分

を廃止 

○防災・危機管理指令部員の変更(p25) 

 ・指令部員の枠（対象者）を広げ、災害等の態様に応じて部員を限定して指令部会議を開催 

○設置基準の見直し 

・警戒本部→「小規模な災害（発生時）」を削除(p26) 

・災害対策本部→「中規模な災害（発生時）」を削除(p27) 

○「警戒班」の解除の基準を追加(p105) 

○「防災・危機管理指令部」の活動基準を追加(p106)  等 

 

緊急消防援助隊受援計画（Ｐ３２）＜記載の充実＞ 

（修正事項） 

 ○緊急消防援助隊との連携及び受入体制の整備は、府が策定した「緊急消防援助隊受援計画」

に基づくものであることを記載 

 

消防の広域化（Ｐ３９）＜記載の修正＞ 

（修正事項） 

 ○府の推進計画策定等に伴う記載修正 

 

災害時要援護者支援対策（Ｐ６２）＜記載の充実＞ 

（追加事項） 

○地域や近隣住民による自助・共助 

○市町村による支援プランの作成 

○支援プラン作成と併せて実施すべき以下の取組み 

・要援護者情報の把握及び共有（個人情報保護法令との整合） 

・支援体制の整備  等 

 

緊急地震速報（Ｐ６７）＜記載の充実＞ 

（修正事項） 

 ○住民への普及啓発の項目に、「緊急地震速報を見聞きした場合に具体的にとるべき行動」を

追加 

 



企業防災の促進（Ｐ７２）＜記載の充実＞ 

（追加事項） 

 ○事業者による事業継続計画（ＢＣＰ）の策定や防災活動の促進のため、府や市町村による広

報・啓発や情報提供等の支援 

 

防災都市づくり広域計画（Ｐ７５）＜記載の充実＞ 

（追加事項） 

○「大阪府防災都市づくり広域計画」の策定に基づく都市防災対策の推進 

 

大阪府地震防災アクションプランの推進（Ｐ８３）＜新設＞ 

■「災害予防対策」第３章第２節「地震災害予防対策の推進」に挿入 

■第２「大規模地震の被害想定」の次に、第３「大阪府地震防災アクションプランの概要」を

新設 

（記載概要） 

 ○「アクションプラン」に基づき、府の地震防災対策を推進 

 ○「アクションプラン」の概要を記載 

 ・減災目標（今後１０年間の取組みで、府が想定した被害（人的被害・経済被害）を半減） 

  ・生活支援目標（食糧や生活必需物資の確保、避難生活の安全確保等） 

  ・施策の体系（１０本の施策の柱に、３４の施策を記載） 

 

学校の耐震化（Ｐ８３）＜新設＞ 

■「災害予防対策」第３章第２節「地震災害予防対策の推進」第４「建築物の耐震対策の促進」

の本文中に挿入 

（記載概要） 

 ○公立学校の耐震診断の実施及び結果公表 

 ○計画的な耐震改修の実施 

 

地震防災緊急事業五箇年計画（Ｐ８５）＜補助要件変更に伴う修正＞ 

（修正事項） 

○計画対象事業について、公立幼稚園を追加し、養護学校等について「特別支援学校」に用語

変更 

 

自治体ＢＣＰの策定・運用（Ｐ８６）＜新設＞ 

■「災害予防対策」第３章第２節「地震災害予防対策の推進」に挿入 

■第６「地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備」の次に、第７「自治体のＢＣＰ（業務継

続計画）の策定・運用」を新設 

（記載概要） 

 ○自治体におけるＢＣＰの作成趣旨 

 ○府庁ＢＣＰの作成・運用方針 

 

大規模建築物等における自衛消防組織の設置等（Ｐ１００）＜新設（消防法改正に伴う

もの）＞ 

■「災害予防対策」第３章第６節「火災予防対策の推進」第１「建築物等の火災予防」に挿入 

■「２ 高層建築物、地下街」の最終行に追加記載 

（記載概要） 



○大規模建築物（学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店等）の所有者に対する市町村による

下記事項の指導 

  ・防災管理者の設置 

  ・地震被害等に対応した消防計画の作成 

  ・自衛消防組織の設置 

 

緊急消防援助隊の派遣要請（Ｐ１１４）＜消防組織法改正に伴う追加記載＞ 

（追加事項） 

 ○知事による府内の部隊移動の指示及び総合調整 

 

緊急災害対策派遣隊の設置及び派遣（Ｐ１１５）＜新設＞ 

■国土交通省の防災業務計画への記載に伴い新設。 

■「災害応急対策」第１章第３節「広域応援等の要請・受入れ」に挿入。 

■第４「広域応援等の受入れ」の次に、第５「緊急災害対策派遣隊（ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ）の

設置及び派遣」を新設。 

（記載概要） 

 ○被災地の災害応急対策に対する技術的な支援を行う、国土交通省の地方支分部局等による緊

急災害対策派遣隊（ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ）の設置及び派遣 

 

気象予警報の伝達（Ｐ１１９～）＜基準変更に伴う修正＞ 

（修正事項） 

 ○注意報・警報等の発表基準の変更に伴う記載修正 

 

土砂災害警戒活動（Ｐ１４０～）＜基準変更に伴う修正＞ 

（修正事項） 

 ○警戒活動をとる基準の変更に伴う記載修正 

 

ドクターヘリ（Ｐ１６４・Ｐ１６５）＜記載の追加＞ 

（追加事項） 

 ○現地医療対策や後方医療活動として、ドクターヘリの記載を追加 

 

避難勧告等（Ｐ１６９）＜基準変更に伴う修正・記載の充実＞ 

（追加事項） 

○避難勧告等発令基準の内容追加 

○市町村における「避難勧告等の判断・伝達マニュアル」の作成 

  

インターネットによる災害用伝言板サービスの提供（Ｐ１９３）＜記載の充実＞ 

（修正事項） 

 ○インターネットによる災害用伝言板サービスの提供について、追加記載 

 ○災害用伝言ダイヤルの利用制限等措置について、実施主体を明記 

 

小包郵便料金の免除等（日本郵政グループ事業関係）（Ｐ２０７・Ｐ２１８）＜郵政民営

化に伴う組織・事業の再編に伴う修正＞ 

（修正事項） 

○郵便物の料金免除や民間救援団体への寄付金の配分等について、再編後の郵便事業株式会社



及び郵便局株式会社が行う事業に記載修正 

 

被災者生活再建支援金（Ｐ２７２）＜制度改正に伴う修正＞ 

（修正事項） 

○支給要件及び支給金額の改正 

 

り災証明書の交付（Ｐ２７４）＜新設＞ 

■「災害復旧・復興対策」第１章第２節「被災者の生活確保」に挿入 

■第６「被災者生活再建支援金」の次に、第７「り災証明書の交付」を新設 

（記載概要） 

○市町村による発災時のり災証明書の交付体制について記載 

 

 

［原子力災害対策編］ 

 

大阪府原子力災害現地対策本部（Ｐ１３）＜設置基準の記載修正＞ 

（修正事項） 

○災害対策本部の設置基準の見直しに伴い、現地対策本部の設置に係る記載を修正 

○組織体制（構成員）の記述を、災害対策本部等における組織体制（構成員）の記述と整合 

 

災害対策本部等の設置基準の見直し（Ｐ２３・Ｐ２４） 

○災害応急活動の強化を図るため、災害対策本部等の設置基準を以下のとおり見直し 

・災害対策本部設置基準 

（変更前）内閣総理大臣が原子力緊急事態宣言（500μSv/h）を発出したとき 

（変更後）原子力事業者から原災法第 10条通報(5μSv/h)を受信したとき 

・災害警戒本部設置基準 

（変更前）原子力事業者から原災法第 10条通報(5μSv/h)を受信したとき 

（変更後）府モニタリング設備で 1μSv/hを検出したとき 

 

組織名称の変更（Ｐ１２・Ｐ１３・Ｐ１４・Ｐ２３・Ｐ２５・Ｐ４０） 

○防災・危機管理対策指令部 ⇒ 防災・危機管理指令部 

○原子力事故対策本部 ⇒ 防災・危機管理警戒本部 

 

緊急被ばく医療活動マニュアル作成に伴う改正（Ｐ１６・Ｐ４４） 

○初期及び二次被ばく医療機関の指定、被ばく患者の搬送方法等の記載 

 

緊急時モニタリング実施要領作成に伴う改正（Ｐ４０） 

○初動時のモニタリング実施方法、原災法 10 条段階の第一段階のモニタリング実施方法等の

見直し 


